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第１章  総則 
 
 （目的） 
第１条 本学は、教育基本法(昭和２２年法律第２５号)及び学校教育法（昭和２２年法
律第２６号）に則り、時代の変化に対応して自らを常に新たにする能動的人間の育成を
目指す「作新民」を建学の精神とし、組織と人間に関する幅広い教養と実践的な専門性
を授け、もって持続可能な社会の創造に挑戦し、未来を切り拓く人材を育成することを
目的とする。 
２ 第5条の規定より設置する学部・学科の教育研究上の目的は、次の各号に定めるとお
りとする。 

(1) 経営学部経営学科 
経営学部経営学科は、経営資源（人・モノ・カネ・情報）のマネジメント及び研究開

発・生産・販売・マーケティング等の経営プロセスを実践的に理解するとともに、幅
広い見識とグローバルな視点から、各方面と協働し、イノベーションを起こして新た
な価値を創出する共創力を発揮し、もって地域社会を支えうる人材を育成することを
目的とする。 

(2) 経営学部スポーツマネジメント学科 
経営学部スポーツマネジメント学科は、スポーツを自ら体験しつつ、スポーツを「す

る（play）」、「みる（watch）」だけでなく、スポーツを「支える（support＆manag
ement）」視点に立って事業としても持続可能となるスポーツの振興及びスポーツビジ
ネスをマネジメントし、もって地域の活性化に寄与できる人材を育成することを目的
とする。 

(3) 人間文化学部発達教育学科 

  人間文化学部発達教育学科は、小学校教員養成を主たる目的とし、さらに小学校教諭一

種免許を基礎免許とした、小学校教諭一種免許状と特別支援学校教諭一種免許状を取得し、

もって地域社会の初等教育・特別支援教育に貢献する人材を育成することを目的とする。 

(4) 人間文化学部心理コミュニケーション学科 

  人間文化学部心理コミュニケーション学科は、臨床心理士および公認心理師等の心理職

養成に関連した学問領域を修め、さらに心理学と、コミュニケーションツールとしての「社

会学・言語文化」を修得し、もって地域のソーシャルサービスを担える人材を育成するこ

とを目的とする。 

 
 （名称） 
第２条 本学は、作新学院大学と称する。 
 
 （所在地） 
第３条 本学は、栃木県宇都宮市竹下町字下東原９０８番地に置く。 
 
 （自己評価等） 
第４条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成す
るため、本学における教育研究活動等の状況について、別に定めるところにより、自ら
点検及び評価を行うものとする。 
 
 
第２章 学部・学科、学生定員及び修業年限 
 
 （学部・学科及び学生定員） 
第５条 本学において設置する学部・学科及び学生定員は、次のとおりとする。 
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学  部 学  科 入学定員 収容定員 

 

経 営 学 部 

経営学科 １０５名 ４２０名 

スポーツマネジメント学科 ９５名 ３８０名 

 

人間文化学部 

発達教育学科 ４０名 １６０名  

心理コミュニケーション学科 ６０名 ２４０名 

 

 
 （大学院） 
第６条 本学に、大学院を置き、次の研究科・課程を置く。 
    経営学研究科  博士前期課程 
            博士後期課程 
    心理学研究科  修士課程 
２ 大学院に関しては、前項に定めるもののほか作新学院大学大学院学則に定めるとこ
ろによる。 

 
 （修業年限及び在学年限） 
第７条 本学の修業年限は４年とする。 
２ 第３６条第１項の定めに基づき、長期にわたる教育課程の履修を認められた者（以
下「長期履修学生」という。）は、当該許可された年限を修業年限とする。 

３ 学生は８年を超えて在学することができない。 
４ 前項の規定にかかわらず、長期履修学生は１０年を超えて在学することはできない。 
 
第３章 学年・学期及び休業日 
 
 （学年） 
第８条 本学の学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
 （学期） 
第９条 学年を次の２期に分ける。 
  前期  ４月１日から  ９月３０日まで 
  後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 
 
  （１年間の授業期間） 
第10条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを
原則とする。 
 
 （休業日） 
第11条 本学の休業日は、次のとおりとする。 
 (1) 日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 
 (2) 本学の開学記念日 ５月１８日 
 (3) 春期休業日  ３月２０日から４月８日まで 
 (4) 夏期休業日  ７月１１日から９月５日まで 
 (5) 冬期休業日 １２月２０日から翌年１月８日まで 
２ 前項に定めるもののほか、学長は臨時に授業を行わない日を定め又は時宜によって
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休業日を変更することができる。 
３ 第１項の定めにかかわらず、学長が必要と認めるときは、休業日であっても授業を
行なう日とすることができる。 

 
 
第４章 入学 
 
 （入学時期） 
第12条 本学の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、学長が必要と認めるときは、
学期の初めとすることができる。 
 
 （入学資格） 
第13条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者でなければなら
ない。 
 (1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 
 (2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で 
文部科学大臣の指定した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教 
育施設の当該課程を修了した者 

 (5) 専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定め
る基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣
が定める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 
 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年1月31日文部科学省令第1号）による高

等学校卒業程度認定試験に合格した者（規則附則第二条の規定による廃止前の大
学入学資格検定規程（昭和二十六年文部省令第十三号）による大学入学資格検定
に合格した者を含む。） 

(8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学において、
大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

 
 （入学志願） 
第14条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に検定料を添えて、指定の期日ま
でに提出しなければならない。 
２ 提出の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。 
 
 （入学者の選考） 
第15条 本学に入学を志願する者に対しては、別に定めるところにより選考を行い、学
長が合格者を決定する。 
２ 前項の決定に当たり、当該学部教授会は、学長に意見を述べるものとする。 

 
 （入学手続） 
第16条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、本学
所定の書類を提出すると共に学生納付金を納付しなければならない。 
２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 
 
 （編入学・再入学・転入学） 
第 17 条 次の各号の一に該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、欠員

のある場合に限り、当該学部教授会において選考の上、学長は相当年次に入学を許可す

ることがある。 
 (1) 大学を卒業した者又は中途退学した者 
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 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 
 (3) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第９２条の３に定める従前

の規定による学校の課程を修了し又はこれらの学校を卒業した者 
 (4) 外国の大学を卒業した者又は中途退学した者。ただし、当該大学の教育目的、教

育内容がわが国の大学と同様又はそれ以上と認められる場合に限る 
(5) 学校教育法第１３２条に定める専修学校の専門課程を修了した者 

２ 前項の入学を許可するに当たり、当該学部教授会は学長に意見を述べるものとする。 

３ 本学を卒業した者又は願により退学した者が、再び入学を希望したときは第１項本

文に準ずる。 

４ 次の各号の一に該当する者で、本学への入学を志願する者があるときには、第１項

本文に準ずる。 

(1)他の大学に在学している者 

(2)外国の大学に在学している者 

５ 第４項の規定により、入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取

り扱い並びに在学すべき年数については、当該学部教授会に意見を求めて学長が決定

する。 

 
第５章 転学部・転学科・休学及び復学 
 
 （転学部及び転学科） 
第 18 条 本学の学生で、現に在籍する学部又は学科からほかの学部又は学科への転入を

志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、当該学部教授会において選考の上、

学長が許可することがある。 

２ 前項の規定により、転学部及び転学科を志願しようとするときは、現に在籍する学

部長の許可を得なければならない。 

３ 第１項の規定により、転学部及び転学科を許可された者の既に修得した授業料目及

び単位数の取扱いについては、当該学部教授会に意見を求めて学長が決定する。 

４ 前三項に定めるもののほか、転学部及び転学科の取扱いに関する事項は、別に定め

る。 

 

（休学） 

第 19 条 病気その他やむを得ない事由により引き続き２か月以上修学できない者は、学

長の許可を得て休学することができる。ただし、病気による場合は医師の診断書を添え

なければならない。 

２ 学長は、病気のため修学することが適当でないと認めた者には、休学を命ずること

がある。 

３ 前二項の決定に当たり、当該学部教授会は、学長に意見を述べることができる。 

 

（休学期間） 

第 20 条 休学の期間は、その学年の終わりまでとする。ただし、学長は、事由によりさ

らに１年間延長を許可することがある。 
 
（休学期間の限度及び修業年限） 

第21条 休学した期間は、第７条に規定する修業年限には算入しない。 
２ 休学期間は、通算して４年を超えることはできない。 
 ただし、 休学の理由が本籍国での兵役と認められた場合は、当該の期間を、第７条及 
び第１９条に定める在学期間、及び休学の期間に算入しない。 
（復学） 
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第 22 条 休学期間内にその事由がやんだ者は、学長の許可を得て復学することができ

る。 

２ 前項の許可をするに当たり、当該学部教授会は、学長に意見を述べることができる。 

 

（外国等の大学で学修における単位の認定） 
第23条 学長は、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生が休学する
ことなく外国の大学において専攻分野に関する授業科目を履修し、単位を取得すること
を許可することができる。 
 

（退学及び転学） 

第 24 条 退学しようとする者又は転学しようとする者は、事由を付して学長に願い出な

ければならない。 

２ 前項による願い出に対し、学長は、事由を考慮し許可することがある。 

３ 前項の許可をするに当たり、当該学部教授会は、学長に意見を述べることができる。 

 

（除籍） 

第 25 条 次の各号の一に該当する者は、当該学部教授会に意見を求めて、学長が除籍す

る。 
 (1) 第７条第３項及び４項に定める年限を超えた者 
 (2) 第２１条第２項に定める休学の期間を超えて、なお修学できない者 
 (3) 授業料の納付を怠り、督促しても納付しない者 
 (4) 長期間にわたり行方不明の者 
 (5) 死亡した者 
 
第６章 教育課程、資格の取得、履修方法及び学習の評価 
 
 （教育課程） 
第26条 授業科目の種類、単位数等は、別表第１、別表第２のとおりとする。 
２ 前項のほか外国人留学生（第１３条第３号及び第７号に該当する外国人で、大学教育
を受けるために来日した者をいい、学校教育法第１条に規定する高等学校又は日本に
おいてこれに相当する学校を卒業した者を除く。）の教育について必要があるときは、
日本語科目及び日本事情に関する科目を置くことができる。 

 
 （資格の取得） 
第27条 本学において、取得できる教育職員免許状及び資格の種類は、次のとおりとす
る。 
 (1) 経営学部 
    経 営 学 科  高等学校教諭一種免許状 商業 

 
  (2) 人間文化学部 

発達教育学科  小学校教諭一種免許状 

発達教育学科  特別支援学校教諭一種免許状 

（知的障害者に関する教育の領域） 

 

２ 本学において、教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免
許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省
令第２６号）に基づき本学で定めた所要の科目及び単位を取得しなければならない。 

 
 （単位の計算方法及び各授業科目の授業期間） 
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第28条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容
をもって構成することを標準とし、次の基準によって計算する。 
 (1) 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲内の授業時間数をも

って１単位とする。 
 (2) 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲内の授業時間

数をもって１単位とする。 
２ 各授業科目の授業は、原則として１５週にわたる期間を単位として行うものとする。
ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められ
る場合は、この限りでない。 

３ 第１項及び前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、教室等以外の場所で
履修させることができる。 

４ 第１項及び第２項の授業を外国において履修させることができる。 前項による履修
も同様とする。 

 
 （卒業要件） 
第29条 学生は、当該学部の定める次の区分により授業科目を履修し、その単位を修得
しなければならない。 
(1) 経営学部 

ア 共通教育科目は、必修科目を含め４０単位以上 
   イ 専門教育科目は、必修科目を含め８４単位以上 
(2) 人間文化学部 
① 発達教育学科 
ア 共通教育科目は、必修科目を含め４０単位以上 
イ 専門教育科目は、必修科目を含め８８単位以上 

② 心理コミュニケーション学科 
ア 共通教育科目は、必修科目を含め４０単位以上 
イ 専門教育科目は、必修科目を含め８８単位以上 

  
 
 （試験による単位の認定） 
第30条 単位の認定は試験による。 
２ 試験は、毎期末に行う。 
３ 試験に合格した者には授業科目所定の単位を与える。 
 
 （学習の評価） 
第31条 学習の評価は、秀、優、良、可及び不可とし、秀、優、良、可を合格、不可を 
不合格とする。 
２ 第２８条の定めるところにより、外国の大学において履修した科目にかかる試験成
績の評価については、前項の例によるものとする。 

 
 （他の大学等における授業科目の履修等） 
第32条 学長は、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生が他の大
学又は短期大学（以下「大学等」という。）において履修した授業科目について修得し
た単位を、６０単位を超えない範囲で本学の授業科目の履修により修得したものとみな
すことができる。 
２ 前項の規定は、学生が外国の大学等へ留学する場合及び外国の大学等が行う通信教
育における授業科目を我が国において履修する場合に準用する。 

 
 （大学以外の教育施設等における学修） 
第33条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の
専攻科における学修その他文部科学大臣が定める（平成３年文部省告示第６８号）学修
を、本学の授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができ
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る。 
２ 前項の規定により与えることができる単位数については、前条第１項により本学に
おいて修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

 
（入学前の既修得単位の認定） 

第 34 条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に大学等又は外国の大

学等において履修した授業科目について修得した単位（大学設置基準（昭和３１年文部

省令第２８号）第３３条に定める科目等履修生として修得した単位を含む）を、本学入

学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に行った前条第１項に規定

する学修を、本学の授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与える

ことができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編

入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第３

２条第１項及び第２項並びに前条第１項により、本学において修得したものとみなす

単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

 

（前三条における学修による単位の取扱い） 

第 35 条 前三条の規定による単位の取扱いについては、当該学部教授会に意見を求め

て、学長がこれを認定する。 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第 36 条 学長は、学生が、職業を有している等の事情により、第７条第１項に定める修

業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業することを希望す

る旨を申し出た時は、その計画的な履修を認めることができる。 

２ 長期履修学生について必要な事項は別に定める。 

 

（卒業の認定） 

第 37 条 学長は、第７条第１項に規定する年限以上在学し、第２６条に定める授業科目

を、第２９条に定めるところにより、卒業要件単位を修得した者について、卒業を認定 

する。 

２ 前項の卒業の認定に当たり、当該学部教授会は、学長に意見を述べるものとする。 

３ 前条第１項の規定により、卒業の認定に必要な修得すべき単位のうち、第２８条第

３ 項の授業の方法により修得する単位数は、６０単位を超えないものとする。 

４ 学長は、卒業の認定を受けた者に対し卒業証書を授与する。 

 

（学位の授与） 

第 38 条 学長は、卒業者に次の学士の学位を授与する。 

(1) 経営学部     学士（経営学） 

      (2) 人間文化学部     学士（人間文化学) 

２ 前項の学位を授与するに当たり、当該学部教授会は、学長に意見を述べるものとす

る。 
 
第７章 学費等（入学検定料、入学料及び授業料その他） 
 
（学生納付金） 

第39条 本学の入学検定料及び入学料並びに授業料、施設費、維持費及び教育充実費（以
下「授業料等」という。）の金額は別表第３のとおりとする。  
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２ 学生は在学中の授業料等の納付金に変更があった場合には、あらたに定められた金
額を納付しなければならない。 

３ 学業優秀、スポーツ優秀及び経済的に困窮すると認めるときは、授業料等を免除す
ることができる。 

４ 前項の免除については別に定める。 
５ シニア学生（入学時に55歳以上の学生）の入学検定料を除く授業料等は、一般学生の授
業料等の半額を免除した額とする。 

６ 修業年限を越えて在学する学生については、別に定める。 
７ 私費外国人留学生の入学検定料、入学料及び授業料については、別に定める。 
 
（授業料の納付） 

第40条 授業料の納入は、毎年前期（４月から９月まで）及び後期（１０月から翌年３
月まで）の２期に分けて、授業料の年額の２分の１ずつ納入するものとする。ただし、
特別な事情があると認めるときは、授業料等の延納を認めることができる。 
２ 前項規定にかかわらず、学生は、前期に係る授業料を併せて納入するときに、当該
年度の後期に係る授業料を併せて納入することができる。 

３ 私費外国人留学生については、入学金を除く学納金を年額の２分の１ずつ納入する
ものとする。 

 
（休学者の在籍料及び授業料等の取り扱い） 

第41条 休学者は、休学期間中に、別表第４に定める在籍料を納めなければならない。
２ 前項の休学者に対しては、休学期間中の授業料等を免除する。ただし、中途で復学
 した者は、復学した日の属する期の授業料等を納めなければならない。 
 
 （その他） 
第42条 施設費、維持費及び教育充実費は学年始めに納入する。 
２ 修学年限を超えて在学する学生については、別に定める。 
 
 （学納金等の返還） 

第 43 条 納付した検定料、入学料は返還しない。 

２ 入学を許可するときに授業料等を納付した者が、所定の期日までに入学を辞退した
場合には、納付した者の願出により当該授業料等を返還するものとする。 

３ 前項に規定するもののほか、第４０条第２項本文に規定する授業料を納入した者が、

当該年度の前期に卒業、退学及び、第１９条に規定する休学の期間が１０月１日から

翌年３月３１日とした場合は、それぞれ後期分の授業料を返還するものとする。 
 
第８章 教職員組織、運営会議及び教授会 
 
 （教職員） 

第 44 条 本学に学長、教授、准教授、助教、助手、事務職員及びその他必要な職員を置

く。ただし、教育研究上の組織編成として適切と認められる場合には、准教授、助教及

び助手を置かないことができる。 

２ 本学に、副学長及び講師を置くことができる。 

 

 （学長） 

第 45 条 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

 

（副学長及び学長特別補佐） 

第 46 条 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

２ 副学長に関する事項は、別に定める。 
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３ 本学に必要がある場合は、副学長に代えて学長特別補佐を置くことができる。 

４ 学長特別補佐に関する事項は、別に定める。 

 

（学部長） 

第 47 条 各学部に学部長を置き、学部に関する校務をつかさどる。 

２ 学部長は、当該学部の教授のうちからこれを充てる。 

 

（学科長） 
第48条 学部の学科に学科長を置き、当該学科の教授のうちからこれに充てる。 
 
（学生担任） 

第49条 各学部に学生担任を置く。 
２ 学生担任に関する事項は、別に定める。 
 
（運営会議） 

第50条 本学に大学運営全般に関する重要事項を審議及び決定し、円滑な遂行を図るた
め、運営会議を置く。 
２ 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。 
 

（教授会） 

第 51 条 本学に、教育研究に関する重要事項の連絡調整及び審議のため、全学教授会を

置く。 

２ 本学の各学部に、学部教授会を置く。 

３ 全学教授会及び学部教授会に関し必要な事項は別に定める。 

 

 
第９章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生 
 

 

（科目等履修生） 

第 52 条 学長は、本学の授業科目のうちから 1科目又は数科目を選択して履修しようと

する者があるときは、本学の教育に支障がないと認められる場合に限り、当該学部教授

会に意見を求めて、科目等履修生として入学を許可することができる。 
２ 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。 
 
（聴講生） 

第 53 条 学長は、特定の授業科目を聴講しようとする者があるときには、本学の教育に

支障がない限り、当該学部教授会に意見を求めて、聴講生として許可することができる。 
２ 本学を卒業した者で教員の免許状授与の所要単位を取得しようとする者は、教育職
員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文
部省令第２６号）に基づき本学で定めた所要の科目を聴講し、所要の単位を取得する
ことができる。 

３ 聴講生について必要な事項は、別に定める。 
 
 

（特別聴講学生） 

第 54 条 学長は、他の大学等又は外国の学生で、本学において授業科目の履修をしよう

とする者があるときは、当該大学等との協議に基づき、当該学部教授会に意見を求めて、

特別聴講学生として入学を許可することがある。 
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２ 特別聴講学生について必要な事項は、別に定める。 

 

（研究生） 

第 55 条 学長は、本学において特定分野について研究することを志願する者があるとき

は、本学の教育に支障がないと認めた時に限り、当該学部教授会に意見を求めて、研究

生として入学を許可することができる。 
２ 研究生について必要な事項は、別に定める。 
 

（外国人留学生） 

第 56 条 学長は、外国人で本学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学

を志願する者があるときは、当該学部教授会において、選考の上、外国人留学生として、

入学を許可することができる。 

２ 前項の入学を許可するに当たり、当該学部教授会は、学長に意見を述べるものとす

る。 

３ 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。 

 
 
第１０章 生涯学習プログラム 
 
 （生涯学習プログラム） 
第57条 本学は、地域社会の文化・科学の発展、向上に寄与するため、リカレント教育
及び公開講座による生涯学習の機会を提供する。 
２ 生涯学習について必要な事項は、別に定める。 
 
 
第１１章 賞罰 
 

（表彰） 

第 58 条 学長は、品行方正学術優秀な者又は特に推奨すべき行為のあった学生を、表彰

することができる。 

 

（懲戒） 

第 59 条 学生が本学の規則若しくは命令に違反し又は学生の本分に反する行為があっ

た場合には、当該学部教授会に意見を求めて、学長がこれを懲戒する。 
２ 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。 
３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 
 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 
 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 
 (3) 正当の理由がなくて出席常でない者 
 (4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 
４ 停学期間は修業年限に算入しない。ただし、停学期間が短期の場合は、修業年限に
含めることがある。 

５ 懲戒について必要な事項は、別に定める。 
 
第１２章 図書館、学内共同教育研究施設及び厚生施設 
 
 
 
（図書館） 
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第60条 図書、その他の文献及び研究資料を蒐集保管し、教職員及び学生の閲覧に供す
るため図書館を置く。 
２ 図書館について必要な事項は、別に定める。 
 
（学内共同教育研究機関及び施設） 

第 61 条 本学に次の学内共同教育研究機関及び施設を置く。 

(1)大学教育センター 

(2)情報センター 

(3)地域協働広報センター 

(4)教職実践センター 

(5)資格取得支援室 

(6)企画広報室 

(7)ＥＭ・ＩＲ室 

２ 前項各号の学内共同教育研究施設について必要な事項は、別に定める。 

  
 
 （厚生補導施設） 
第62条 本学に厚生補導のための施設を置く。 
２ 前項の施設について必要な事項は、別に定める。 
 
第１３章 研修の機会 

 （ＳＤ） 

第 63条 本学は、教育研究活動の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識

及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修（スタッフ・ディ

ベロップメント。以下「ＳＤ」という。）の機会を設けることその他必要な取組を行うもの

とする。 

２ 前項の「職員」には、事務職員のほか、教授等の教員や学長等の大学執行部、技術職員

等も含むものとする。 

３ ＳＤについて、計画的・組織的に行うため、必要な事項は別に定める。 

 

    

第１４章 事務局 

 （事務局） 

第 64条 本学にその事務を遂行するため、事務局を置く。 

２ 事務局の組織については、別に定める。 

 
 
    附 則 
 １ 本学則は、平成元年４月１日から施行する。 
 ２ 平成１６年３月に作新学院高等学校の卒業見込みの者で、平成１６年度の作新学

院大学の入学者として入学の選考に合格したものに限り、当該合格者の学生納付金
については、別表第４学生納付金(学部学生)の表の規定にかかわらず、 

  同表中 
  入 学 料   300,000円   入学手続のとき  
    とあるのは、 
  入 学 料   150,000円   入学手続のとき  
    とする。 
 ３ 平成１７年３月に作新学院高等学校の卒業見込みの者で、平成１７年度の作新学

院大学の入学者として入学の選考に合格したものに限り、当該合格者の学生納付金
については、別表第５学生納付金(学部学生)の表の規定にかかわらず、 
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  同表中 
  入 学 料   300,000円   入学手続きのとき  
    とあるのは、 
  入 学 料   150,000円   入学手続きのとき  
    とする。 
    附 則 
 本学則は、平成２年４月１日から施行する。 
    

 附 則 
 １ 本学則は、平成３年４月１日から施行する。 
 ２ 第４条の規定にかかわらず、平成３年度から平成１１年度までの間、入学定員は

「３００」名とする。 
    附 則 
 本学則は、平成４年４月１日から施行する。 
    附 則 
 １ 本学則は、平成５年４月１日から施行する。 
 ２ 本学則施行の日の前日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第２６条別

表第１、第２７条、第２８条及び第３１条の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。 

    附 則 
 本学則は、平成６年４月１日から施行する。 
     附 則 
 １ 本学則は、平成７年４月１日から施行する。 
 ２ 本学則施行の日の前日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第３３条別

表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
    附 則 
 １ 本学則は、平成８年４月１日から施行する。 
 ２ 本学則施行の日の前日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第２６条別

表第１及び第３３条別表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
但し、経営学特殊講義Ⅰ・Ⅱは除く。 

    附 則 
 １ 本学則は、平成９年１０月２９日から施行し、平成９年１０月１日から適用する。 
 ２ 平成９年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第２６条別表

第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
  但し、経営学特殊講義Ⅲは除く。 
    附 則 
 １ 本学則は、平成１０年４月１日から施行する。 
 ２ 平成１０年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第３３条別

表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
     附 則 
  １ 本学則は、平成１１年４月１日から施行する。 
 ２ 平成１１年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第３３条別

表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
    附 則 
 １ 本学則は、平成１２年４月１日から施行する。 
   ただし、改正後の規程第３１条から第３４条及び第４９条は平成１０年１０月１

日から、同第３８条第２項については平成１１年４月１日から施行する。 
    附 則 
 １ 本学則は、平成１２年４月１日から施行する。 
 ２ 第５条の規定にかかわらず、平成１２年度から平成１５年度までの入学定員は、

のとおりとする。 
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学部・学科 12年度 13年度 14年度 15年度 

 

 経営学部 

   経営学科 290 名 280 名 270 名 260 名 

 
 ３ 平成１２年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第２６条別

表第１及び第３７条別表第３の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 
    附 則 
 １ 本学則は、平成１３年４月１日から施行する。 
 ２ 経営学部に平成１２年３月３1日から引き続き在学する者にあっては、平成１２年

４月１日施行附則第３項にかかわらず、第２６条別表第１表中授業科目「インター
ンシップ」について、選択科目とすることができるものとする。 

      附 則 
 １ 本学則は、平成１４年４月１日から施行する。  
  ２ 平成１４年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、第５５条第４項を除

き、なお従前の例による。 
       附 則 
  本学則は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、第２７条別表第１経営学部、

地域発展学部及び人間文化学部「仕事と人生」の改正は、平成１４年度入学生から
適用する。 

       附 則 
  本学則は、平成１５年１０月２１日から施行する。 
    附 則 
 本学則は、平成１５年１０月２１日から施行し、改正後の学則(平成元年４月１日施行)

附則第２項の規定は、平成１６年度の入学者に適用する。  
       附 則 
  １ 本学則は、平成１６年４月１日から施行する。 
  ２ 本学則施行の前日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第２７条別表第

１(１)経営学部、(２)地域発展学部、第３０条(１)経営学部、(２)地域発展学部及
び第３７条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

      附 則 
  １ 本学則は、平成１７年４月１日から施行する。 
 ２ 平成１７年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例によ

る。 
      附 則 
  本学則は、平成１７年４月１日から施行する。 
      附 則 
 １ 本学則は、平成１８年４月１日から施行する。 
  ２ 本学則施行の前日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第２７条別表第

１（３）人間文化学部の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
      附 則 
 １ 本学則は、平成１９年４月１日から施行する。 
  ２ 改正後の第３６条及び４０条第５項については、平成１９年４月１日以降に入学

する者から適用する。 
  ３ 本学学則施行の前日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第２７条別表

第１（１）経営学部、（３）人間文化学部及び別表第２（３）特別支援学校教諭一種
免許状（知的障害者に関する教育の領域）の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。 

      附 則 
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  本学則は、平成１９年９月１日から施行する。  
      附 則 

本学則は、平成２０年４月１日から施行する。 
      附 則 

本学則は、平成２０年６月１日から施行する。 
     附 則 

本学則は、平成２１年４月１日から施行する。 
  附 則 
１ 本学則は、平成２２年４月１日から施行する。 
２ 本学則施行の前日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の学則を適用す
る。 

３ 平成元年４月開設の経営学部経営学科及び平成１７年４月開設の総合政策学部総
合政策学科については、平成２２年度経営学部経営学科の設置に伴い、平成２２年
４月１日より学生募集を停止し、在学生の卒業をもって廃止する。 

附 則 
本学則は、平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則 
１ 本学則は、平成２２年１２月１日から施行する。 
２ 改正後の第４１条については、平成２２年１１月３０日現在在籍している外国人
留学生について一斉適用する。 
 附 則 

１ 本学則は、平成２４年４月１日から施行する。 
２ 本学則施行の前日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の例による。 

附 則 
１ 本学則は、平成２５年４月１日から施行する。 
２ 本学則施行の前日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の例による。 

附 則 
１ 本学則は、平成２６年４月１日から施行する。 
２ 本学則施行の前日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の例による。 
３ 平成２２年４月設置の経営学部経営学科については、平成２６年度経営学部経営
学科の設置に伴い、平成２６年４月１日より学生募集を停止し、在学生の卒業をも
って廃止する。 
附 則 

１ 本学則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ 本学則は、平成２７年４月１日から施行する。 
２ 本学則施行の前日から引き続き在籍する者にあっては、改正後の第２７条で規定
する別表１及び別表第２に関わらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ 本学則は、平成２８年４月１日から施行する。 
２ 本学則施行の日の前日から引き続き在籍する者にあっては、改正後の第５条、第
２６条別表第１、第２７条、第３９条別表第５及び第４１条別表第６の規定に関わ
らず、なお従前の例による。 
附 則 

１ 本学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年３月３１日から引き続き在籍する者にあっては、改正後の第３９条別表

第５の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ 本学則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 本学則施行の前日から引き続き在籍する者にあっては、改正後の第２６条で規定する



16 

 

別表１及び別表第２に関わらず、なお従前の例による。 

３ 平成１４年４月開設の人間文化学部人間文化学科については、平成３０年度人間
文化学部発達教育学科、心理コミュニケーション学科の設置に伴い、平成３０年４
月１日より学生募集を停止し、在学生の卒業をもって廃止する。 

附 則 

１ 本学則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 本学則施行の前日から引き続き在籍する者にあっては、改正後の第２６条で規定する
別表１及び別表第２に関わらず、なお従前の例による。 
附 則  

１ 本学則は、平成３１年４月１日から施行する。  

２ 本学則施行の前日から引続き在籍する者にあっては、改正後の第３９条別表第５の規
定に関わらず、なお従前の例による。 
附 則 

 １ 本学則、第１２章表題が平成２７年度事務処理更新で欠如していたため、令和元年１

１月１８日をもって送還する。 

  「第１２章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生」 

附 則  

１ 本学則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ 本学則は令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和４年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第２６条別表第２

及び第２７条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ 本学則は令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和５年３月３１日から引き続き在学する者にあっては、改正後の第２６条別表第１、
別表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

１ 本学則は令和６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 １ 本学則は令和７年４月１日から施行する。 
 ２ 令和７年３月３１日から引き続き在籍する者にあっては、改正後の第２６条で規定す
る別表第１及び別表第２に関わらず、なお従前の例による。 
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授業科目及び単位数（第２６条関係） 
 
別表第１ 
（１）共通教育科目（経営学部及び人間文化学部 共通教育） 

科目区
分 

授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

初年次 
教育科目 

基礎ゼミナール１ ２    

基礎ゼミナール２ ２    

リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
科
目 

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

英語Ａ１（文法・語彙） １   

 留学生はＡ１、Ａ
２、Ｂ１、Ｂ２のみ
必修 

英語Ａ２（文法・語彙） １   

英語Ａ３（英文講読） １   

英語Ａ４（英文講読） １   

英語Ｂ１（コミュニケーション） １   

英語Ｂ２（コミュニケーション） １   

英語Ｂ３（コミュニケーション）  １  

英語Ｂ４（コミュニケーション）  １  

日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

日本語Ａ１ａ  １  

 留学生対象科目 
 
 日本語Ａ１～Ａ
４はａ（ａｄｖａ
ｎｃｅｄ）または
ｂ（ｂａｓｉｃ）の
どちらか（計4単
位）を選択必修 

日本語Ａ１ｂ  １  

日本語Ａ２ａ  １  

日本語Ａ２ｂ  １  

日本語Ａ３ａ  １  

日本語Ａ３ｂ  １  

日本語Ａ４ａ  １  

日本語Ａ４ｂ  １  

日本語Ｂ１ １   

日本語Ｂ２ １   

日本語Ｂ３ １   

日本語Ｂ４  １   
情
報
リ
テ

ラ
シ
ー 

コンピュータリテラシー１ ２    

コンピュータリテラシー２  ２   

ス
ポ
ー
ツ
と

健
康 

スポーツ科学実技Ａ１ １    

スポーツ科学実技Ａ２ １    

スポーツ科学実技Ｂ  １   

スポーツ科学実技Ｃ  １   

キ
ャ
リ
ア 

教
育
科
目 

スタディスキルＡ ２    

スタディスキルＢ  ２   

キャリアデザイン１ ２    

キャリアデザイン２ ２    

プレインターンシップ ２    

インターンシップ  ２   
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科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

教
養
教
育
科
目 

教
養
系 

心理学  ２   

歴史学  ２  

文学  ２  

デザイン論  ２  

憲法入門  ２  

マスコミ論  ２  

数学  ２  

統計学１  ２  

統計学２  ２  

情報と社会  ２  

健康・スポーツ概論  ２  

スポーツと現代社会  ２  

身体運動の科学  ２  

法学入門  ２  

教育と生活  ２  

会計学入門  ２  

社会基盤概論  ２  

言語と社会  ２  

論理・表現入門  ２  

共生社会  ２  

教育と社会  ２  

個人と社会  ２  

こころの科学的探究  ２  

現代社会の諸問題Ａ  ２  

現代社会の諸問題Ｂ  ２  

現代社会の諸問題Ｃ  ２  

とちぎ学  ２  

日本事情Ａ ２   留学生対象科目 

留学生必修 日本事情Ｂ ２   

言
語
系 

初級フランス語１－１  １   

初級フランス語１－２  １   

初級フランス語２－１  １   

初級フランス語２－２  １   

中級フランス語１  １   

中級フランス語２  １   
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科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

教
養
教
育
科
目 

言
語
系 

初級中国語１－１  １   

初級中国語１－２  １   

初級中国語２－１  １   

 初級中国語２－２  １  

中級中国語１  １   

中級中国語２  １  

初級韓国語１－１  １  

初級韓国語１－２  １  

初級韓国語２－１  １  

初級韓国語２－２  １  

中級韓国語１  １  

中級韓国語２  １  

自
主
科
目 

自主科目Ａ  ２   

自主科目Ｂ  ２  

自主科目Ｃ  ２  

自主科目Ｄ  １  

自主科目Ｅ  １  

自主科目Ｆ  １  

海
外
研
修 

海外研修Ａ  ２   

海外研修Ｂ  ２  

海外研修Ｃ  ２  

海外研修Ｄ  ２  
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（２）経営学部 

 ①学部共通科目（経営学科及びスポーツマネジメント学科 共通科目） 

 

 

 
 
 
 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

専
門
教
育
科
目 

学
部
共
通
科
目 

経営学総論Ａ ２    

 経営学総論Ｂ ２   

経済学総論 ２   

会計学総論Ａ ２   

会計学総論Ｂ ２   

フィールドワークＡ ２   

経営管理論Ａ ２   

現代企業論Ａ ２   

公共経営論Ａ ２   

経営実践講座 ２   

フィールドワークＢ  ２  

 

経営戦略論  ２  

マーケティング論Ａ  ２  

ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄＡ  ２  

ベンチャー起業論  ２  

グローバル経営論  ２  

財務諸表論Ａ  ２  

金融論  ２  

経営情報論Ａ  ２  

簿記論Ａ  ２  

簿記論Ｂ  ２  

地域経営論  ２  

生涯スポーツ論  ２  

アグリビジネス論  ２  

企業と法Ａ  ２  

企業と法Ｂ  ２  

統計処理入門  ２  

ビジネスイングリッシュＡ  ２  

ビジネスイングリッシュＢ  ２  
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（２）経営学部 

②経営学科 専門教育科目 

 
 
 
 
 
 

 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

専
門
教
育
科
目 

学
科
共
通
科
目 

企業経営史  ２  

 

経営組織論Ａ  ２  

企業の社会的責任論（ＣＳＲ）  ２  

コーポレート・ファイナンス  ２  

財務諸表論Ｂ  ２  

管理会計論  ２  

経営分析論  ２  

経営情報論Ｂ  ２  

情報政策論  ２  

情報社会の法制度  ２  

公共経営論Ｂ  ２  

公共政策論  ２  

観光概論  ２  

職業指導Ａ  ２  

職業指導Ｂ  ２  

分
野
別
科
目 

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

経営管理論Ｂ  ２  

現代企業論Ｂ  ２  

経営組織論Ｂ  ２  

生産システム論  ２  

ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄＢ  ２  

マーケティング論Ｂ  ２  

流通論  ２  

技術経営論（ＭＯＴ）  ２  

サプライチェーン・マネジメント  ２  

インターネットビジネス論  ２  
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科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

専
門
教
育
科
目 

分
野
別
科
目 

会
計
・
情
報
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

税務会計論Ａ  ２  

 

税務会計論Ｂ  ２  

税法  ２  

原価計算論  ２  

会計実務演習  ２  

情報システム基礎  ２  

データベース概論  ２  

情報ネットワーク論  ２  

オペレーティングシステム概論  ２  

情報システム設計  ２  

経営工学  ２  

プログラミング演習１  ２  

プログラミング演習２  ２  

プログラミング演習３  ２  

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

財政マネジメント論  ２  

公民パートナーシップ論  ２  

地域福祉論  ２  

公益事業論  ２  

栃木地域政策研究ａ  ２  

栃木地域政策研究ｂ  ２  

コミュニティビジネス論  ２  

ＮＰＯマネジメント論  ２  

観光マーケティング論  ２  

研
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル 

研究ゼミナール１ ２    

研究ゼミナール２ ２    

研究ゼミナール３ ２    

研究ゼミナール４ ２    

研究ゼミナール５ ２    

研究ゼミナール６ ２    
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③スポーツマネジメント学科 専門教育科目 

 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

専
門
教
育
科
目 

ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
科
目 

スポーツマネジメント論 ２    

スポーツと社会科学 ２    

スポーツ政策論 ２    

スポーツマーケティング論  ２   

スポーツ産業論  ２   

スポーツビジネス論  ２   

スポーツ組織論  ２   

スポーツサービス論  ２   

スポーツ施設管理論  ２   

スポーツと地域社会  ２   

スポーツツーリズム  ２   

スポーツマネジメント演習Ａ  ２   

スポーツマネジメント演習Ｂ  ２   

スポーツマネジメント演習Ｃ  ２   

スポーツ心理学  ２   

発育発達論  ２   

スポーツビジネスコーチング論Ａ  ２   

スポーツビジネスコーチング論Ｂ  ２   

スポーツ生理学  ２   

スポーツ医学  ２   

スポーツ栄養学  ２   

トレーニング論  ２   

健康管理概論  ２   

機能解剖学  ２   

測定評価理論  ２   

スポーツバイオメカニクス  ２   
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科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

専
門
教
育
科
目 

研
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル 

研究ゼミナール１ ２    

研究ゼミナール２ ２    

研究ゼミナール３ ２    

研究ゼミナール４ ２    

研究ゼミナール５ ２    

研究ゼミナール６ ２    
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（３）人間文化学部 

①発達教育学科 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

専
門
教
育
科
目 

発
達
教
育
系
科
目 

初
等
教
育
専
門
科
目 

教職論（小） ２   

必修52単位 

教育原理（小） ２   

教育の制度と社会（小） ２   

教育心理学（小） ２   

教職実践演習（小） ２   

教育課程論（小） ２   

道徳指導法（小） ２   

特別活動指導法（小） ２   

教育方法論（小） ２   

生徒指導と進路指導（小） ２   

教育相談（小） ２   

総 合 的 な 学 習 に 関 す る 指 導 法 （ 小 ） ２   

小学校国語（書写を含む） ２   

小学校社会 ２   

小学校算数 ２   

小学校理科 ２   

小学校生活  ２  

小学校音楽  ２  

小学校図画工作  ２  

小学校家庭  ２  

小学校体育  ２  

生涯学習概論  ２  

外国語科指導法（初等） ２   

発達心理学 ２   

特別支援教育総論 ２   

知的障害児教育総論 ２   

知的障害の発達心理学 ２   

国語科教育法（初等） ２   

社会科教育法（初等） ２   

算数科教育法（初等） ２   

理科教育法（初等） ２   

生活科教育法（初等）  ２  

音楽科教育法（初等）  ２  

図画工作科教育法（初等）  ２  
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科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

専
門
教
育
科
目 

発
達
教
育
系
科
目 

初
等
教
育
専
門
科
目 

家庭科教育法（初等）  ２  

（前頁から続き） 

体育科教育法（初等）  ２  

教職初期指導  ２  

教職総合指導 ２   

教職実践研究（小）  ２  

教育実習事前事後指導（小）  １  

小学校教育実習  ４  

特
別
支
援
教
育
専
門
科
目 

知的障害児・者心理学  ２   

知的障害児・者生理心理学  ２  

知的障害の認知心理学  ２  

視覚障害教育  ２  

聴覚障害者教育総論  １  

肢体不自由者教育総論  ２   

病弱教育  ２   

重複障害教育  ２   

言語障害教育  １   

発達障害児の心理と教育  ２   

知的障害児教育法１  ２   

知的障害児教育法２  ２   

知的障害児教育課程論  ２   

特別支援学校教育実習事前事後指導  １   

特別支援学校教育実習  ２   

中
等
教
育
専
門
科
目 

日本語学概論Ａ  ２  

 

日本語学概論Ｂ  ２  

文章表現法  ２  

漢文学概論Ａ  ２  

漢文学概論Ｂ  ２  

専門演習Ａ ２   

必修20単位 

専門演習Ｂ ２   

専門演習Ｃ ２   

専門演習Ｄ ２   

卒論指導演習１ ２   

卒論指導演習２ ２   

卒業論文 ８   
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②心理コミュニケーション学科 

 

 

 

 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

専
門
教
育
科
目 

分
野
別
科
目 

心
理
学
系
科
目 

心理学概論 ２   

 必修４単位を含め

心理学系科目１０単

位以上、コミュニケ

ーション系科目１０

単位以上、双方合わ

せて６８単位以上選

択 

臨床心理学概論 ２   

心理学研究法  ２  

心理学統計法  ２  

心理学実験Ａ  ２  

心理学実験Ｂ  ２  

公認心理師の職責  ２  

知覚・認知心理学Ａ  ２  

知覚・認知心理学Ｂ  ２  

学習・言語心理学Ａ  ２  

学習・言語心理学Ｂ  ２  

神経・生理心理学Ａ  ２  

神経・生理心理学Ｂ  ２  

感情・人格心理学  ２  

社会・集団・家族心理学  ２  

発達心理学  ２  

障害者・障害児心理学  ２  

心理的アセスメント  ２  

心理学的支援法  ２  

人体の構造と機能及び疾病  ２  

精神疾患とその治療  ２  

健康・医療心理学  ２  

教育・学校心理学  ２  

福祉心理学  ２  

司法・犯罪心理学  ２  

産業・組織心理学  ２  

関係行政論  ２  

心理演習  ２  

心理実習Ａ  ２  

心理実習Ｂ  ２  
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科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必
修 

選
択 

自
由 

専
門
教
育
科
目 

分
野
別
科
目 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
系
科
目 

日本語学概論Ａ  ２  

（前頁から続き） 

 

 必修４単位を含め

心理学系科目１０単

位以上、コミュニケ

ーション系科目１０

単位以上、双方合わ

せて６８単位以上選

択 

日本語学概論Ｂ  ２  

日本語文法Ａ  ２  

日本語文法Ｂ  ２  

文章表現法  ２  

日本人の言語史Ａ  ２  

日本人の言語史Ｂ  ２  

対照言語学  ２  

日本人の精神史  ２  

異文化関係論  ２  

英語圏の文化  ２  

英文法  ２  

英語表現法  ２  

社会学概論  ２  

社会的自我論  ２  

社会調査法  ２  

地域情報論  ２  

ネット社会のコミュニケーション  ２  

ネット社会の人と組織  ２  

社会教育論  ２  

調査データ論  ２  

漢字・漢語と社会  ２  

漢字・漢語と文化  ２  

専門演習Ａ 

専門演習Ｂ 

専門演習Ｃ 

専門演習Ｄ 

卒論指導演習１ 

卒論指導演習２ 

卒業論文 

２   

必修20単位 

２   

２   

２   

２   

２   

８   
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別表第２   教職に関する科目 
（１）小学校教諭一種免許状 

授業科目の名称 

単位数 

備考 必

修 

選

択 

自

由 

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

小学校国語（書写を含む） 2   

必修 10 単位を含め、

12 単位以上修得小学

校国語・算数・理科・

社会・外国語 (英語)

を優先して履修する

のが望ましい 

小学校社会 2   

小学校算数 2   

小学校理科 2   

小学校生活  2  

小学校音楽  2  

小学校図画工作  2  

小学校家庭  2  

小学校体育  2  

小学校外国語（英語） 2   

各
教
科
の
指
導
法 

(

情
報
通
信
技
術
の
活
用
を

含
む
。)

 

国語科教育法（初等） 2    

社会科教育法（初等） 2    

算数科教育法（初等） 2    

理科教育法（初等） 2    

生活科教育法（初等） 2    

音楽科教育法（初等） 2    

図画工作科教育法（初等） 2    

家庭科教育法（初等） 2    

体育科教育法（初等） 2    

外国語科指導法（初等） 2    

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等 

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関

す
る
科
目 

教育原理（小） 2    

教職論（小） 2    

教育の制度と社会（小） 2    

教育心理学（小） 2    

特別支援教育基礎（小） 1    

教育課程論（小） 2    
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目 

道徳指導法（小） 2    

総合的な学習に関する指導法（小） 2    

特別活動指導法（小） 2    

教育方法論（小） 2    

教育と ICT 活用（小） 1    

生徒指導と進路指導（小） 2    

教育相談（小） 2    
教
育
実
践
に
関
す

る
科
目 

教育実習事前事後指導（小） 1    

教職初期指導  2   

教職総合指導 2    
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小学校教育実習 4    

教職実践研究（小）  2   

教職実践演習（小） 2    

大学が独自に設定する科目    

最低履修単位を超えて履修し

た「教科及び教科の指導法に関

する科目」または「教育の基礎

的理解に関する科目等」につい

て、併せて２単位以上を修得 

免
許
法
に
定
め
ら
れ
た
科
目 

憲法入門 2    

スポーツ科学実技Ａ１ 1    

スポーツ科学実技Ａ２ 1    

健康・スポーツ概論 2   必修１０単位 

英語Ａ１（文法・語彙） 1    

英語Ｂ１（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 1    

コンピュータリテラシー１ 2    
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（２）高等学校教諭一種免許（商業） 

授業科目の名称 

単位数 

備考 必

修 

選

択 

自

由 

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

経営学総論Ａ 2   

必修を含め 

20 単位以上修得 

経営学総論Ｂ 2   

経営管理論Ａ 2   

経営管理論Ｂ  2  

現代企業論Ａ 2   

現代企業論Ｂ  2  

経営組織論Ａ  2  

経営組織論Ｂ  2  

マーケティング論Ａ 2   

マーケティング論Ｂ  2  

経営情報論Ａ  2  

経営戦略論  2  

会計学総論Ａ 2   

財務諸表論Ａ  2  

財務諸表論Ｂ  2  

管理会計論  2  

簿記論Ａ  2  

原価計算論  2  

金融論 2   

コーポレート・ファイナンス  2  

企業と法Ａ  2  

企業と法Ｂ  2  

経営工学  2  

情報システム基礎 2   

インターネットビジネス論  2  

プログラミング演習２  2  

職業指導Ａ 2   
(職業指導) 

職業指導Ｂ 2   
各
教
科
の
指
導

法(

情
報
機
通
信

技
術
の
活
用
を

含
む
。) 

商業科教育法１ 2   
必修 4単位 

商業科教育法２ 2   

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る

科
目
等 

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目 

教育原理（商） 2    

教職論（商） 2    

教育の制度と社会（商） 2    

教育心理学（商） 2    

特別支援教育基礎（商） 1    

教育課程論（商） 2    
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道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目 

総合的な学習に関する指導法（商） 2    

特別活動指導法（商） 2    

教育方法論（商） 2    

教育と ICT 活用（商） 1    

生徒指導と進路指導（商） 2    

教育相談（商） 2    

教
育
実
践
に 

関
す
る
科
目 

教育実習事前事後指導（商） 1    

高等学校教育実習 2    

教職実践研究（商）  2   

教職実践演習（商） 2    

大学が独自に設定する科目 

   最低履修単位を超えて履

修した「教科及び教科の指

導法に関する科目」又は

「教育の基礎的理解に関

する科目等」について、併

せて 12 単位以上を修得 

免
許
法
に
定
め
ら
れ
た
科
目 

憲法入門 2    

スポーツ科学実技Ａ１ 1    

スポーツ科学実技Ａ２ 1    

健康・スポーツ概論 2   必修１０単位 

英語Ａ１（文法・語彙） 1    

英語Ｂ１（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 1    

コンピュータリテラシー１ 2    
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（３）特別支援学校教諭一種免許（知的障害者に関する教育の領域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

授業科目 
単位数 

備考 
必修 選択 自由 

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目 

特別支援教育総論 ２    

知的障害児・者心理学 ２    

知的障害の発達心理学 ２    

知的障害児・者生理心理学 ２    

知的障害の認知心理学 ２    

知的障害児教育法１ ２    

知的障害児教育法２ ２    

知的障害児教育課程論 ２    

知的障害児教育総論 ２    

視覚障害教育 ２    

聴覚障害者教育総論 １    

肢体不自由者教育総論 ２    

病弱教育 ２    

重複障害教育 ２    

発達障害児の心理と教育 ２    

言語障害教育 １    

特別支援学校教育実習事前事後指導 １    

特別支援学校教育実習 ２    
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別表第３ 学生納付金 （第３９条関係） 
 
（学部学生） 

学   費 金    額 納入する時期 

入学検定料 ３０，０００円 入学願書提出のとき 

入 学 料 
３００，０００円 
    （※１） 

入学手続きのとき 

授 業 料 ６５０，０００円 年２回（４月・１０月）に分納可 

施 設 費 １５０，０００円 
学年の初めに納入 
ただし、修業年限を越えて在学する学
生は年２回（４月・１０月）に分納可 

維 持 費 １００，０００円 同  上 

教育充実費 
１２０，０００円  

(2年次以降は 
１００,０００円) 

入学手続きのとき  
2年次以降は学年の初めに納入  
ただし、修業年限を越えて在学する学
生は年 2 回(4月・10月)に分納可  

 
（科目等履修生） 

学   費 金    額 納入する時期 

入学検定料 １０，０００円 入学願書提出のとき 

入 学 料 ２０，０００円 入学手続きのとき 

授 業 料 
（１単位当り） 

１２，５００円 
年２回（４月・１０月）に分納可 

 
（編入学生） 

学   費 金    額 納入する時期 

入学検定料 ３０，０００円 入学願書提出のとき 
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入 学 料 
３００，０００円 
    （※２） 

入学手続きのとき 

授 業 料 ６５０，０００円 年２回（４月・１０月）に分納可 

施 設 費 １５０，０００円 学年の初めに納入 

維 持 費 １００，０００円 同  上 

 
備考：（※１）作新学院高等学校卒業者は入学金を免除する。 

（※２）作新学院大学女子短期大学部卒業者は入学金を免除する。 
 

別表第４ 在籍料（第４１条関係） 
 

費  目 金    額 納 入 す る 時 期 

在 籍 料 半期５０，０００円 休学するとき、学期初めに納入 

※母国の徴兵制度により在学中に兵役を余儀なくされて休学をする場合は、休学者の在
籍料を免除することができる。 


